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校  長  今福  教子 

  南門の傍では八重の桜がきれいに咲き誇っています。校長の今福です。昨年度に引き続き、どうぞよろしくお願い

します。 

 ４月１０日に入学式を終え、１０８人の新入生が桜木小の仲間入りをしました。在校生もそれぞれ一つ上の学年に進

級しました。 職員全員が６７６人の子供たちの担任であるという気持ちで、できることに精いっぱい取り組んで参りま

す。皆様のご理解とご協力をお願いします。   

始業式では、以下の３点を「令和８年度に特に頑張ってほしいこと」として子供たちに話しました。 

時間を守ろう 

  桜木小の子供たちは、休み時間に夢中になって遊んでいても、チャイムが鳴るとすぐに教室に戻れる子供たち 

です。その力を、登校時刻や授業開始時刻を守ることにも生かしてほしいです。 

学校をきれいにしよう 

  教室がきれいに整っていると落ち着いて生活したり集中して学習したりすることができます。また、自分たちの 

生活の場は自らの手で精いっぱいきれいにするという習慣を身に付けてほしいです。 

言葉を正しく使おう 

  言葉は時として武器になり、相手を傷付けてしまうこともあります。人を思いやり、相手や場にふさわしい言葉遣 

いをすることで、豊かな人間関係を築いてほしいです。 

〈お願い〉 学年だよりでもお願いしています。重ねて確認をさせていただきます。 

〇下校後に忘れ物を取りにくる子がいますが、桜木小では忘れ物は取りに来ない約束になっています。 

〇朝の活動に間に合うように登校させてください。スタートがスムーズですと、その日一日を生き生きと活動することが

できます。 

〇遅刻や欠席の場合は必ず朝の会までに連絡をお願いします。時間を過ぎても登校していない場合、担任は電話での

確認のために教室を留守にせざるを得ません。また、登校時間外に子供が一人で歩くのは危険です。遅刻の際は保

護者の方の同伴をお願いします。子供たちの安全のためにご協力ください。 

千葉市立桜木小学校 

桜木だより

よく学び 心豊かで たくましく生きる子どもの育成 ～地域と共に歩む学校～ 

新たな気持ちで新年度スタート 



生命（いのち）の安全教育月間 

 千葉市は、子供たちが性暴力の加害者や被害者、傍観者にならないための教育や啓発の充実を進めていま
す。毎年４月を「生命（いのち）の安全教育月間」として、子供たちに生命の尊さや素晴らしさ、自分や相手を尊
重し大事にすること、一人一人が大切な存在であること等を伝えます。 

学校における合理的配慮の提供について 
平成２８年４月１日から公立学校において、合理的配慮の提供が義務となっております。合理的配慮は、子供に

あった必要かつ適当な変更及び調整で、特定の場面において必要とされ、過度な負担を課さないものです。学校
に合理的配慮の提供を求める場合には、学校（学級担任）に申し出ください。 

保護者の皆様の来校について 

○PTA配付の腕章の着用をお願いします。

○受付（事務室）でお子様の学年・クラス・お名前・要件等をお伝えください。

※懇談会や学習参観、面談等の学校行事で来校の場合はこの限りではありません。

【４月】 ２０日（月） ４年視力聴力・色覚検査 委員会活動 

8日（水） 着任式 始業式 特別日課 ２１日（火） １年・おおぞら視力聴力検査 

９日（木） ６年入学式前日準備 特別日課 
２２日（水） 特別日課（～２３日）地域訪問① 

避難訓練 

１０日（金） 入学式 特別日課 
２３日（木） 地域訪問② １・５年耳鼻科健診 

６年全国学力・学習状況調査（国・算） 

１３日（月） 特別日課 3年視力・聴力検査 

２～６年給食開始 
２４日（金） 地域訪問③ 

１４日（火） 特別日課 ５年視力聴力検査 ２７日（月） 
６年全国学力・学習状況調査（質問調査） 

方面別集団下校訓練 避難訓練（予備日） 

１５日（水） 1年特別日課（～２０日） 身体測定 ２８日（火） １年生を迎える会 

１６日（木） 6年視力聴力検査 尿検査１次 ２９日（水） （祝）昭和の日 

１７日（金） 特別日課 懇談会 １年給食開始 ３０日（木） ６年こころの劇場 

４月行事予定

お知らせとお願い 

児童の安全のため、ご理解とご協力をお願いいたします 




